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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成29年1月26日(2017.1.26)

【公開番号】特開2015-114723(P2015-114723A)
【公開日】平成27年6月22日(2015.6.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-040
【出願番号】特願2013-254488(P2013-254488)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   9/445    (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    9/06     ６１０Ｋ
   Ｇ０６Ｋ   17/00     　　　Ｆ
   Ｇ０６Ｋ   19/00     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月7日(2016.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の制御プログラムによって制御される第一の外部装置と、前記第一の制御プログラ
ムとは異なる種類の第二の制御プログラムによって制御される第二の外部装置とを含む複
数の外部装置と近接無線通信可能な通信装置であって、
　アプリケーションを起動するための起動情報を複数保持する保持手段と、
　前記保持手段によって保持されている情報を取得する要求を前記外部装置から前記近接
無線通信を介して受信する受信手段と、
　前記受信手段により前記要求が受信されたことに応じて、前記保持手段に保持されてい
る前記起動情報を前記外部装置に送信する送信手段とを有し、
　前記送信手段は、前記受信手段により受信された要求が、前記第一の外部装置と前記第
二の外部装置とのうち、いずれの装置からの要求であるかに関わらず、前記保持手段に保
持されている起動情報である第一のアプリケーション起動情報と第二のアプリケーション
起動情報との両方を前記要求を送信した外部装置に送信し、
　前記第一のアプリケーション起動情報は、前記第一の制御プログラムに対応するフォー
マットで定義され、前記第二のアプリケーション起動情報は、前記第二の制御プログラム
に対応するフォーマットで定義されることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第一の外部装置から受信する要求と、前記第二の外部装置から受信する要求は、同
一のフォーマットであることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記受信手段により受信された要求が、前記第一の外部装置と前記第二の外部装置のう
ちいずれの装置からの要求であるかに関わらず、前記送信手段は前記第一のアプリケーシ
ョン起動情報を送信し、
　前記外部装置から再要求を受信したことに応じて、前記第二のアプリケーション起動情
報を送信することを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
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【請求項４】
　前記送信手段は、前記外部装置からの信号に基づく電力を利用して動作することを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　保持手段と受信手段と送信手段を含むＮＦＣタグを更に有し、
　前記要求は前記外部装置に搭載されるリーダライタから送信されることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記第一のアプリケーション起動情報と前記第二のアプリケーション起動情報は、アプ
リケーションを示す共通の文字列を含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項
に記載の通信装置。
【請求項７】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段を更に有することを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　第一の制御プログラムによって制御される第一の外部装置と、前記第一の制御プログラ
ムとは異なる種類の第二の制御プログラムによって制御される第二の外部装置とを含む複
数の外部装置と近接無線通信可能な通信装置であって、
　前記外部装置から読み出し可能な記録領域と、
　アプリケーションを起動するための起動情報を、前記記録領域に記録する記録手段とを
有し、
　前記記録手段は、前記第一の制御プログラムに対応するフォーマットで定義される第一
のアプリケーション起動情報と、前記第二の制御プログラムに対応するフォーマットで定
義される第二のアプリケーション起動情報との両方を、前記起動情報として前記記録領域
に記録することを特徴とする通信装置。
【請求項９】
　前記記録領域に記録されている情報を取得する要求を前記外部装置から前記近接無線通
信を介して受信する受信手段と、
　前記受信手段により前記要求が受信されたことに応じて、前記記録領域に記録されてい
る前記起動情報のうち、少なくとも一部を前記外部装置に送信する送信手段とを更に有す
ることを特徴とする請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記第一の外部装置から受信する要求と、前記第二の外部装置から受信する要求は、同
一のフォーマットであることを特徴とする請求項８または９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記受信手段により受信された要求が、前記第一の外部装置と前記第二の外部装置との
うちいずれの装置からの要求であるかに関わらず、前記送信手段は、前記記録領域に記録
されている起動情報である第一のアプリケーション起動情報と第二のアプリケーション起
動情報との両方を、前記要求を送信した外部装置に送信することを特徴とする請求項８乃
至１０のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記送信手段は、前記受信手段により受信された要求が、前記第一の外部装置と前記第
二の外部装置とのうち、いずれの装置からの要求であるかに関わらず、前記第一のアプリ
ケーション起動情報を送信し、
　前記外部装置から再要求を受信したことに応じて、前記第二のアプリケーション起動情
報を送信することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記送信手段は、前記外部装置からの信号に基づく電力を利用して動作することを特徴
とする請求項８乃至１２のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１４】
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　前記記録領域はＮＦＣタグであり、前記要求は前記外部装置に搭載されるＮＦＣリーダ
ライタから送信されることを特徴とする請求項８乃至１３のいずれか１項に記載の通信装
置。
【請求項１５】
　前記第一のアプリケーション起動情報と前記第二のアプリケーション起動情報は、アプ
リケーションを示す共通の文字列を含むことを特徴とする請求項８乃至１４のいずれか１
項に記載の通信装置。
【請求項１６】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段を更に有することを特徴とする請求項
８乃至１５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１７】
　第一の制御プログラムによって制御される第一の外部装置と、前記第一の制御プログラ
ムとは異なる種類の第二の制御プログラムによって制御される第二の外部装置とを含む複
数の外部装置と近接無線通信可能な通信装置の制御方法であって、
　アプリケーションを起動するための起動情報を複数保持する保持ステップと、
　前記保持ステップで保持された情報を取得する要求を前記外部装置から前記近接無線通
信を介して受信する受信ステップと、
　前記受信ステップで前記要求が受信されたことに応じて、前記保持ステップで保持され
た前記起動情報を前記外部装置に送信する送信ステップとを有し、
　前記送信ステップでは、前記受信ステップで受信された要求が前記第一の外部装置と前
記第二の外部装置とのうちいずれの装置からの要求であるかに関わらず、前記保持ステッ
プで保持された起動情報である第一のアプリケーション起動情報と第二のアプリケーショ
ン起動情報との両方を前記要求を送信した外部装置に送信し、
　前記第一のアプリケーション起動情報は、前記第一の制御プログラムに対応するフォー
マットで定義され、前記第二のアプリケーション起動情報は、前記第二の制御プログラム
に対応するフォーマットで定義されることを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１８】
　第一の制御プログラムによって制御される第一の外部装置と、前記第一の制御プログラ
ムとは異なる種類の第二の制御プログラムによって制御される第二の外部装置とを含む複
数の外部装置と近接無線通信可能であり、前記外部装置から読み出し可能な記録領域を有
する通信装置の制御方法であって、
　アプリケーションを起動するための起動情報を、前記記録領域に記録する記録ステップ
を有し、
　前記記録ステップでは、前記第一の制御プログラムに対応するフォーマットで定義され
る第一のアプリケーション起動情報と、前記第二の制御プログラムに対応するフォーマッ
トで定義される第二のアプリケーション起動情報との両方を、前記起動情報として前記記
録領域に記録することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１９】
　コンピュータを、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信装置の各手段として機能
させるための、コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項８乃至１６のいずれか１項に記載の通信装置の各手段として機
能させるための、コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の通信装置は、第一の制御プログラ
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ムによって制御される第一の外部装置と、前記第一の制御プログラムとは異なる種類の第
二の制御プログラムによって制御される第二の外部装置とを含む複数の外部装置と近接無
線通信可能な通信装置であって、
　アプリケーションを起動するための起動情報を複数保持する保持手段と、
　前記保持手段によって保持されている情報を取得する要求を前記外部装置から前記近接
無線通信を介して受信する受信手段と、
　前記受信手段により前記要求が受信されたことに応じて、前記保持手段に保持されてい
る前記起動情報を前記外部装置に送信する送信手段とを有し、
　前記送信手段は、前記受信手段により受信された要求が、前記第一の外部装置と前記第
二の外部装置とのうち、いずれの装置からの要求であるかに関わらず、前記保持手段に保
持されている起動情報である第一のアプリケーション起動情報と第二のアプリケーション
起動情報との両方を前記要求を送信した外部装置に送信し、
　前記第一のアプリケーション起動情報は、前記第一の制御プログラムに対応するフォー
マットで定義され、前記第二のアプリケーション起動情報は、前記第二の制御プログラム
に対応するフォーマットで定義されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　制御部２０１は、ＣＰＵなどを備え、スマートフォン２００を構成する全てのブロック
の制御を行う。また、プログラムを格納するためのＲＯＭは、制御部２０１に属している
ものとし、図示を省略する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　ＮＦＣタグには、同一のアプリケーションを複数のフォーマットで定義したアプリケー
ション起動情報が格納されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　ＮＤＥＦレコード５０２のタイプは、”ＯＳ２．ｃｏｍ：ｐｋｇ”というアプリケーシ
ョンパッケージを示す文字列のアスキーコードであり、対応するＯＳ情報を含む。ＮＤＥ
Ｆレコード５０２のペイロードは、“ＣａｍｅｒａＡｐｐ Ｖｅｒ３”という文字列のア
スキーコードであり、起動すべきアプリケーション名およびバージョン情報を示す。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　ＮＤＥＦレコード５０３のタイプは、”ＯＳ２．ｃｏｍ：ｐｋｇ”というアプリケーシ
ョンパッケージを示す文字列のアスキーコードであり、対応するＯＳ情報を含む。ＮＤＥ
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Ｆレコード５０３のペイロードは、“ＣａｍｅｒａＡｐｐ Ｖｅｒ２”という文字列のア
スキーコードであり、起動すべきアプリケーション名およびバージョン情報を示す。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　ＮＤＥＦレコード５０４のタイプは、”ＯＳ２．ｃｏｍ：ｐｋｇ”というアプリケーシ
ョンパッケージを示す文字列のアスキーコードであり、対応するＯＳ情報を含む。ＮＤＥ
Ｆレコード５０４のペイロードは、“ＣａｍｅｒａＡｐｐ Ｖｅｒ１”という文字列のア
スキーコードであり、起動すべきアプリケーション名およびバージョン情報を示す。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　Ｓ６０１では、リーダライタ２００は、制御部２０１が生成したコマンドＣ－ＡＰＤＵ
（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｄａｔａ Ｕｎｉｔ）をＮＦＣ通信部１０
９から送信する。Ｃ－ＡＰＤＵは、ＩＳＯ／ＩＥＣ７８１６で定義されたデータフォーマ
ットであり、タグに対するコマンドとして使用される。Ｔｙｐｅ４タグのデータの読み書
きには、Ｓｅｌｅｃｔコマンド、ＲｅａｄＢｉｎａｒｙコマンド、Ｕｐｄａｔｅコマンド
の３つのＣ－ＡＰＤＵを使用する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　Ｓ９０３では、ＮＦＣ通信部１０９は図６で説明したＮＤＥＦファイル読み出し要求で
あるコマンドＣ－ＡＰＤＵ（ＲｅａｄＢｉｎａｒｙ）を、再度、同一のスマートフォン２
００から受信すると、Ｓ９０４に進む。この再度受信したＮＤＥＦファイル読み出し要求
コマンドは、スマートフォン２００がＯＳ１に対応していない場合に送信されるものであ
る。つまり、デジタルカメラ１００がＮＤＥＦファイル読み出し要求コマンドを再度受信
したということは、スマートフォン２００がＯＳ１に対応していないと推定できる。
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